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国における「公共工事設計労務単価」等の決定及び福岡市の対応について 

 国において、令和４年３月から適用となる「公共工事設計労務単価」及び「設計業務

委託等技術者単価」（以下「新労務単価等」という。）が決定・公表され、福岡市にお

いても令和４年３月 １日より予定価格の積算に新労務単価等を適用します。 

 福岡市では、今回の新労務単価等の適用により技能労働者や技術者の適切な賃金水準

の確保などが図られるよう、下記の対応を行いますのでお知らせします。 

なお、令和３年３月と比べ、「公共工事設計労務単価」では福岡県全職種平均で2.2％

の上昇、「設計業務委託等技術者単価」では全職種平均で3.2％の上昇となっています。 

記 

○ 新労務単価等に基づく特例措置の実施

令和４年３月１日以降に契約を締結する工事、建設コンサルタント業務等のうち、

令和４年２月28日以前の単価を使用して予定価格を積算している案件については、

受注者からの請求により、新労務単価等に基づいて請負代金額を変更する特例措置

を行います。 

※今回の公共工事設計労務単価改定にあたっても、福岡市が平成26年 ２月20日より運用して

いる「インフレスライド条項」を引き続き適用します。

令和４年２月28日以前に契約を締結し、令和４年３月１日において工期の始期が到来して

いる工事のうち、受注者から適用請求がなされた時点で残工期が２か月以上ある案件につい

て、残工期分の請負代金額を、その時点の価格水準に基づく金額に一定の基準で変更できる

制度。（建設工事請負契約書第25条第6項） 

※上記対応の実施については令和４年３月１日付けで福岡市の関係業界団体へも通知し、今回

の労務単価の上昇を踏まえて技能労働者や技術者の適切な賃金水準の確保などに配慮する

よう要請しています。

（参考）国において既に公表されている「公共工事設計労務単価」のうち主要 12 職  

種を別紙のとおり添付しています。 
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別紙 

 

【参考】各ブロックの主要都市における令和 4年度公共工事設計労務単価（主要 12職種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単位は、円／1日8時間当たり、前年度比 
※「－」は標本数の関係で未集計 
※宮城県の単価は入札不調の発生状況に応じた単価を採用 
※＜山括弧書き＞は、コロナ禍の影響を踏まえ、特別措置を適用した単価（前年度を下回った単価は、前年度単価に据置） 


